
人吉市復興支援ボランティア連携推進事業助成金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、令和２年７月豪雨災害における被災者支援を行う

災害ボランティア団体の活動経費に対し、予算の範囲内において人吉

市復興支援ボランティア連携推進事業助成金（以下「助成金」とい

う。）を交付することについて、人吉市補助金交付規則（昭和４６年

規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

項に定めるところによる。 

（助成対象者等） 

第２条 助成の対象者、対象事業、対象経費、対象期間及び助成金額は、

別表第１のとおりとする。 

（助成金の交付申請） 

第３条 助成金の交付を受けようとするボランティア団体（以下「申請

者」という。）は、交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 団体概要（様式第２号） 

⑵ 活動計画書（様式第３号） 

⑶ 収支計画書（様式第４号） 

⑷ チェックリスト（様式第５号） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、

交付又は不交付を決定する。 

２ 前項の審査は、審査基準（別表第２）に基づき行う。 

３ 第１項の決定を行ったときは、交付（不交付）決定通知書（様式第

６号）により、申請者に対し速やかに通知するものとする。 

４ 市長は、交付の決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すこ

とができる。 

（計画変更の申請等） 

第５条 前条第３項の規定により交付決定通知を受けた者（以下「交付

決定者」という。）は、次の各号に該当する場合には、遅滞なく変更

交付申請書（様式第７号）に関係書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

⑴ 事業に要する予算を変更しようとするとき。 

⑵ 事業の内容を変更しようとするとき。 

⑶ 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 



２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、変更等

について、速やかに決定を行うものとする。 

３ 市長は、前項の決定により助成金の額に変更が生じるときは、変更

交付決定通知書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとす

る。 

（実績報告） 

第６条 交付決定者は、事業完了の日から３０日以内又は事業実施年度

の５月末日までに、実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 活動報告書（様式第１０号） 

⑵ 収支精算書（様式第１１号） 

⑶ チェックリスト（様式第１２号） 

⑷ 活動状況の写真 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により提出された書類に疑義又は不明の事項が

ある場合には、事業実施状況の調査を行い、又は交付決定者に対して

説明を求めることができる。 

（助成金の額の確定） 

第７条 市長は、前条第１項の実績報告書が提出されたときは、速やか

にこれを審査及び調査し、適当であると認めたときは、助成金の額を

確定し、確定通知書（様式第１３号）により、交付決定者に通知する

ものとする。 

（助成金の交付請求） 

第８条 前条の確定通知を受けた交付決定者は、助成金を請求するとき

は、遅滞なく交付請求書（様式第１４号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査

の上、適当であると認めたときは、これを受理した日から起算して３

０日以内に助成金を交付決定者に交付するものとする。 

３ 市長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。この場

合において、交付決定者は概算払により交付を受けようとするときは、

概算払交付請求書（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

４ 前項の規定により助成金の概算払を受けた交付決定者は、前条の確

定通知を受けたときは、概算払精算書（様式第１６号）により、速や

かに助成金の精算をしなければならない。 

（助成金の交付決定等の取消し及び返還） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、



助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 助成金を他の用途に使用した場合 

⑵ 虚偽その他不正な手続により助成金の交付を受けた場合 

⑶ 事業を途中で中止した場合又は事業を実施しなかった場合 

⑷ その他市長が不適当と認める場合 

２ 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、交付決定（確

定）取消通知書（様式第１７号）により交付決定者に通知するものと

し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は

一部の返還を命ずるものとする。ただし、天災その他やむを得ない事

情により事業の遂行ができなくなったときは、その事情を考慮の上、

助成金の返還を求めるものとする。 

３ 前２項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用する。 

（証拠書類の保管） 

第１０条 交付決定者は、当該助成金及び助成事業に係る書類を整備し、

助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して５

年間これを保存しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。  


